
「公益的なオンライン診療を推進する協議会」の設置について 

 

オンライン診療については、医学的な有効性、必要性、特に安全性が最優先で

あり、これらが担保されたものは推進すべきであるが、利便性や効率性のみを重

視した安易な拡大はすべきではない。 

これまで、オンライン診療は、アクセスが制限されているへき地や通院が困難

な場合等におけるニーズが高く、従前より地域の実情に応じて取組が進められて

きた。さらに、今後、地域の医療提供体制や医療ニーズの変化（在宅医療の需要

増など）に伴って、医師少数区域等でも需要が高まることが見込まれることから、

オンライン診療は、これからの地域医療を適切に支えることが期待されるととも

に、住民の暮らしやすいまちづくりに資するものと考えられる。一方、患者の急変

時の対応、プライバシーの確保など安全面等の確保も求められる。 

こうしたことから、オンライン診療については、公益的な観点で適切に推進して

いく必要がある。 

 

現在、オンライン診療の形態については、在宅診療はもとより、郵便局など地

域住民が集まる場でのオンライン診療や、車内でオンライン診療を行うための車

（移動診療車）の活用等が進められている。 

オンライン診療を全国で適切に推進していくためには、オンライン診療を実施

する医療機関や郵便局等の実施主体が、都道府県や市区町村、地域の医師会、歯

科医師会、薬剤師会など多くの関係者と連携して進めることが効果的である。こ

うした関係者間で、地域や手法等に応じた利点や課題、総合的な活用の在り方等

について検討・把握し、地域の事情を踏まえて連携・実行していくことが必要にな

る。このため、関係者による協議会を設置することとする。 
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